
それいけ！天下太平くん【第13話】マル経融資を活用しませんか？

所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設いたします。
会　場：新発田市カルチャーセンター　「新発田市本町4丁目16番83号」
期　間：令和8年2月16日（月）から3月16日（月）まで
　　　　(土地建物の譲渡所得・贈与税の申告相談は、上記期間のうち、月・火・木・金です。)
　　　　 土、日及び祝日を除きます。
               上記期間は、新発田税務署庁舎では、申告相談を行っておりません。
時　間：「相談受付」 午前8時30分から午後4時まで　　　「相談開始」 午前9時00分から
　　        確定申告会場での相談は、国税庁LINE公式アカウントによるオンライン事前予約をお願いします。
　  　      各会場において当日受付も行ってますが、相談枠に限りがありますので、オンライン事前予約をご利用下さい。

小規模事業者
の皆様！
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新発田税務署から確定申告のおしらせ

TAINAI.SCI CREATIVE会報

February
2026

胎内市商工会ホームページ
URL　https://www.tainai.or.jp

◆胎内市商工会（産業文化会館内）

　〒959-2642　新潟県胎内市新和町2-5
　TEL 0254-43-3624　FAX 0254-43-5773
　mail tainai@shinsyoren.or.jp
◇胎内市商工会 黒川支所
　〒959-2807　新潟県胎内市黒川1106-13
　TEL 0254-47-2419　FAX 0254-47-2320

たいないトコトコガイドチャンネル(YouTube)
URL　https://www.youtube.com/@ch-eo1hd
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Spotlight! 

けんしん育英会 奨学生の募集Event! 

令和8年度税制改正（主な中小企業関連）

募集資格：①県内在住の子弟で、県内の高校を卒業した者
　　　　　②学費の支払いが困難な者
　　　　　③4年制大学進学した者
　　　　　④心身ともに健康な者
貸与額　：30,000円
採用人員：12名
受付期間：令和8年2月2日（月）～　4月3日（金）
申込方法：新潟懸信用組合本支店で受付を行います。
貸与開始：令和8年5月下旬の理事会により奨学生を決定し　　
　　　　　た後に、令和8年4月分から遡って貸与を開始し　　
　　　　　ます。
返済方法：貸与終了後1年間の据置期間経過後10年以内の返
　　　　　済（無利息）

胎内市商工会Instagram
URL　https://www.instagram.com/tainai.sci/

胎内とことこデジタルマップ
URL　https://platinumaps.jp/maps/tainai-tokotoko

Spotlight! 

国税庁
LINE公式アカウント

〇中小企業向け「賃上げ促進税制」の見直し
　給与等支給額を増加させた場合に増加額の一定割合を控除できる制度について、教育
訓練費の増加で税額控除率が10％上乗せとなる措置の廃止
　なお、大企業向けの制度は適用期限（令和9年3月末）を待たずに令和8年3月末で廃止
となる。
〇少額減価償却資産の特例の見直し
　中小企業等が少額減価償却資産（現行30万円未満）を取得した場合に全額損金算入
（即時償却）できる特例について、取得価額の基準を40万円未満に引き上げ。
〇免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の見直し
　免税事業者等からの課税仕入れについて、一定割合を仕入税額控除できる経過措置の
適用期限を令和13年9月末までに延長した上で、控除割合を令和8年10月から70％、10年10
月から50％、12年10月から30％となる。
〇インボイス発行事業者となる小規模事業者の軽減措置（2割特例）の見直し
　免税事業者からインボイス発行事業者になった方を対象に消費税の納税額を売上税額
の2割とする特例（令和8年9月末まで）について、個人事業者に限り令和9年・10年は売上
税額の3割とすることができる。

運転資金・設備資金に最適！マル経済融資なら無担保・無保証で
最大2,000万円。低金利で融資を受けることができます。運転資金
及び設備資金として10年以内で返済可能です！
　資金繰りに伴う運転資金、設備購入資金などにお困りの方がい
らっしゃいましたら、お気軽に胎内市商工会（TEL:43-3624）まで
お問合せ下さい。

※抜粋


